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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 15年 8月 28日 (2003.8.28)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 請 求 項 １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 請 求 項 １ 】
デ ジ タ ル 通 信 網 と 端 末 装 置 と の 間 で 伝 送 さ れ る 通 信 デ ー タ を 記 録 す る 通 信 デ ー タ 記 録 装 置
に お い て 、 端 末 装 置 か ら デ ジ タ ル 通 信 網 に 送 信 さ れ る

デ ー タ を 受 信 す る 端 末 側 受 信 部 と 、 デ ジ タ ル 通 信 網 か ら 端 末 装 置 に 送 信 さ
れ る デ ー タ を 受 信 す る 網 側 受 信 部 と 、
前 記 端 末 側 受 信 部 及 び 前 記 網 側 受 信 部 が 受 信 し た 情 報 チ ャ ン ネ ル の 通 信 デ ー タ を 記 録 す る
情 報 チ ャ ン ネ ル 処 理 部 と 、 前 記 端 末 側 受 信 部 及 び 前 記 網 側 受 信 部 が 受 信 し た 信 号 チ ャ ン ネ
ル の デ ー タ に 含 ま れ る 呼 の 確 立 又 は 呼 の 解 放 の メ ッ セ ー ジ に 基 づ い て 前 記 情 報 チ ャ ン ネ ル
の 通 信 デ ー タ の 記 録 開 始 又 は 記 録 停 止 を 制 御 す る と 共 に 前 記 端 末 側 受 信 部 又 は 前 記 網 側 受
信 部 が 受 信 し た 応 答 メ ッ セ ー ジ に 基 づ い て 呼 設 定 未 完 了 に よ り 特 定 さ れ な い 情 報 チ ャ ン ネ
ル の 通 信 デ ー タ の 記 録 を 開 始 す る 制 御 を 行 う プ ロ ト コ ル 監 視 部 と を 備 え た こ と を 特 徴 と す
る 通 信 デ ー タ 記 録 装 置 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ １ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
本 願 の 請 求 項 １ 記 載 の 発 明 は 、 デ ジ タ ル 通 信 網 と 端 末 装 置 と の 間 で 伝 送 さ れ る 通 信 デ ー タ
を 記 録 す る 通 信 デ ー タ 記 録 装 置 に お い て 、 端 末 装 置 か ら デ ジ タ ル 通 信 網 に 送 信 さ れ る

デ ー タ を 受 信 す る 端 末 側 受 信 部 と 、 デ ジ タ
ル 通 信 網 か ら 端 末 装 置 に 送 信 さ れ る デ
ー タ を 受 信 す る 網 側 受 信 部 と 、 前 記 端 末 側 受 信 部 及 び 前 記 網 側 受 信 部 が 受 信 し た 情 報 チ ャ
ン ネ ル の 通 信 デ ー タ を 記 録 す る 情 報 チ ャ ン ネ ル 処 理 部 と 、 前 記 端 末 側 受 信 部 及 び 前 記 網 側

情 報 チ ャ ン ネ ル の 通 信 デ ー タ 及 び 信
号 チ ャ ン ネ ル の

情 報 チ ャ ン ネ ル の 通 信 デ ー タ 及 び 信 号 チ ャ ン ネ ル の

情 報
チ ャ ン ネ ル の 通 信 デ ー タ 及 び 信 号 チ ャ ン ネ ル の

情 報 チ ャ ン ネ ル の 通 信 デ ー タ 及 び 信 号 チ ャ ン ネ ル の



受 信 部 が 受 信 し た 信 号 チ ャ ン ネ ル の デ ー タ に 含 ま れ る 呼 の 確 立 又 は 呼 の 解 放 の メ ッ セ ー ジ
に 基 づ い て 前 記 情 報 チ ャ ン ネ ル の 通 信 デ ー タ の 記 録 開 始 又 は 記 録 停 止 を 制 御 す る と 共 に 前
記 端 末 側 受 信 部 又 は 前 記 網 側 受 信 部 が 受 信 し た 応 答 メ ッ セ ー ジ に 基 づ い て 呼 設 定 未 完 了 に
よ り 特 定 さ れ な い 情 報 チ ャ ン ネ ル の 通 信 デ ー タ の 記 録 を 開 始 す る 制 御 を 行 う プ ロ ト コ ル 監
視 部 と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 。
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